日本体育大学同窓会表彰規程施行細則


第１条　この細則は、日本体育大学同窓会表彰規程第3条第1項第1号の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
２　表彰の基準については次に定めるところによる。
（1）規程第3条第1項第1号におけるその貢献・寄与した者とは同窓会本部にて、会長・副会長及び役員の任期を務め、その職を退任した者、及び同窓会支部にて、役員及び会員として発展に寄与した者。
500人以下　　　4人以内
501人以上　　　8人以内　　　とする。

第２条　表彰の内容については、規程第3条第1項第1号及び第2号の該当者に対して選考のうえ、次のとおり対応する。
[bookmark: _GoBack]○同窓会表彰
・感謝状・記念品を贈り、表彰は各支部にて行う。
○日本体育大学同窓会スポーツ奨励賞顕彰
・感謝状・記念品を贈り、表彰は各支部・本部にて行う。

第３条　受賞候補者の推薦は、各支部会長及び本会が毎年3月末日までに受賞候補者調書（別掲）を本会の事務局に提出する。

第４条　上記の号で該当しない特別な表彰に値する事項があった場合は、会長の判断で表彰することができるものとする。ただし、役員会と代議員会には報告するものとする。

第５条　その他必要な事項については本会の会長が定める。

附則
この細則は昭和54年12月10日から施行する。
附則
この細則は昭和56年4月1日から施行する。
附則
この細則は昭和58年4月1日から施行する。
附則
この細則は昭和62年4月1日から施行する。
附則
この細則は平成2年3月3日から施行する。
附則
この細則は平成5年4月1日から施行する。　
附則
この細則は平成6年3月10日から施行する。
附則
この細則は平成8年3月9日から施行する。
附則
この細則は平成16年11月19日から施行する。
附則
この細則は平成19年10月14日から施行する。
附則
この細則は平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は令和2年4月1日から施行する。
